
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歴史的景観の保全に関する検証事業 

京都市歴史的景観の保全に関する検討会 

第４回 

資料６ 景観重要建造物の候補について 
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３ 写真位置図，航空写真 
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１ 上御霊神社の概要 

宗教法人としての正式名称は「御霊神社」であり，上御霊神社という社名は下御霊神社に対応する通称

である。烏丸通鞍馬口の南東に位置し，市営地下鉄鞍馬口駅から徒歩数分である。市内にあっても静かな

雰囲気の地域で，南に下がると相国寺，同志社大学，京都御所に至る。 

平安京遷都にあたり，延暦１３年（７９４）桓武天皇が弟である崇道(すどう)天皇（早良(さわら)親王）

の御神霊を当地に祀られたのがおこりとされる。当時天変地異や疫病の流行が相次ぎ，それは悲運の中に

亡くなった高貴の人々の祟りであるとされ，その人々の神霊を丁重に祀ることによって災いをなくそうと

いう御霊信仰が生まれた。そのおまつりを御霊会(ごりょうえ)といい，貞観５年（８６３）神泉苑において

行われたものが始まりとされ，当社の御霊祭の起源である。 

祭神は八座（崇道(すどう)天皇(てんのう)，井上(いのえの)大皇后(おおひきさき)，他戸(おさべ)親王(しん

のう)，藤原(ふじわらの)大夫人(たいふじん)，橘(たちばなの)大夫(たいぶ)，文(ぶんの)大夫(たいぶ)，火雷

神(からいしん)，吉備(きびの)大臣(おおと)）で，俗に八所御霊と称される。ほかにも境内神社として神明

神社，稲荷神社，厳島神社，花御所八幡宮等を持つ。神輿，指鉾など宮中から寄進された貴重な宝物も所

蔵する。 

毎年５月１日の御霊祭社頭之儀（神幸祭）から５月１８日の御霊祭渡御之儀（還幸祭）に祭礼が行われ

る。平成１８年（２００６）には，明治３年（１８７０）以降は途絶えていた神輿の御所巡行が復活し，

御所北門にあたる朔平(さくへい)門の前で神輿を持ち上げ揺らす「神輿ぶり」を行い，話題となった。 

古来，皇室の「産土神(うぶすながみ)」であり，時代の施政者からも敬われてきた。現在でも京都市上京

区・北区の約１万３０００戸の氏神様として崇敬され，「上御霊さん」として親しまれている。５月を除く

毎月１８日には境内で「さえずり市」というフリーマーケットが催される。 

また，応仁元年（１４６７）正月１８日に畠山政長と義就の合戦から始まり，その後１１年間も続いて

京都の大半を焦土にした「応仁・文明の乱」発端の地としても知られる。 

 

 

 

 

 

本社（本殿） 

構造・規模 鉄筋コンクリート造 銅板葺 平屋建 

建築年代 昭和４５年（１９７０）  ※享保１８年（１７３３）建立の形を復元  

用途 神社（本社） 

 

２ 上御霊神社の位置 

 

 

 

資料６-１ 景観重要建造物の指定候補の事例（上御霊神社） 

写真１ 上御霊神社本殿 写真２ 花御所八幡宮 写真３ 福壽稲荷神社 

写真４ 西側鳥居 写真５ 上御陵霊通 

写真７ 南側鳥居 写真８ 上御霊通 

写真６ 社叢と和風塀（上御陵霊通） 
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５ 指定にあたっての美観風致審議会景観重要建造物・樹木専門小委員会での指摘事項 

景観重要建造物への指定については承認を得られたが，以下の指摘があった。 

・景観法の趣旨に即して，建造物や樹木の景観形成への有用性を整理する。 

・神社ならではの地域性や，その位置にあることの歴史的意味，そこに森があることの意味につ

いて，名所図解系等に描かれていることなどを参考にし，地域の景観としての価値を整理する。 

・群の中でも特に大事な建物や樹木を整理する。 

・祭礼儀式とそれと関連する（神輿等を仕舞う等）建物等についても整理する。 

・鎮守の森や社叢，周囲の玉垣や木を評価する。 

・世界文化遺産のバッファーゾーンと同じような意味合いで，社寺の境内地とその周辺の景観や

歴史的風致を維持継承すべき。 

６ 「景観重要建造物の指定の方針」（京都市景観計画より） 

① 景観重要建造物の指定の基本的な考え方 

景観計画区域内には，外観が景観上の特色を有し，歴史都市・京都の景観を形成するうえで重要な構成要

素となる京町家や近代建築物等の歴史的な建造物が多数存在している。これらの建造物は，年々消失し，景

観計画区域内の景観の特徴が変容している状況にある。 

景観重要建造物の制度は，景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物を指定するものであり，京

都市では歴史的な建造物及び伝統的な様式を有する建造物のうち，良好な景観の形成に重要と認められるも

のについて，積極的に景観重要建造物の指定を行う。 

なお，景観重要建造物の指定は，現状変更の規制や所有者の管理義務等の建造物の保全措置が伴うため，

助成制度や建築基準法の緩和による積極的な支援を行う。 

② 積極的に景観重要建造物の指定を行う建造物 

次に掲げる建造物は，良好な景観の形成に重要なものであるため，積極的に景観重要建造物の指定を行う。

このほかの建造物についても，京都市景観・まちづくりセンター等とも連携し，積極的に景観重要建造物の指

定を行う。 

(1) 歴史的意匠建造物 

京都市市街地景観整備条例に基づく歴史的意匠建造物は，歴史的な意匠を有し，かつ，地域における市街

地景観の整備を図るうえで重要な要素となっていると認められる建造物として指定されたものであり，良好

な景観の形成に重要なものであるため，歴史的意匠建造物に指定された建造物については，積極的に景観重

要建造物の指定を行う。 

(2) 界わい景観建造物 

京都市市街地景観整備条例に基づく界わい景観建造物は，界わい景観整備地区内において町並みの景観を

特色付けている建造物で，当該景観を保全し，又は修景する際の指標とするために指定されたものであり，

良好な景観の形成に重要なものであるため，界わい景観建造物に指定された建造物については，積極的に景

観重要建造物の指定を行う。 

(3) 登録有形文化財等である建造物 

文化財保護法に基づく登録有形文化財，京都市文化財保護条例に基づく京都市指定文化財及び登録文化財

である建造物については，文化財としての価値のみならず，その外観は良好な景観の形成に重要なものであ

るため，これらの文化財に指定又は登録された建造物については，積極的に景観重要建造物の指定を行う。 

(4) 伝統的建造物群保存地区内の建造物 

伝統的建造物群保存地区については，京都市伝統的建造物群保存地区条例に基づく伝統的建造物群保存地

区保存計画において，建造物の外観の様式が定められており，建造物を新築する場合においても，当該様式

への配慮が求められている。 

当該地区内の様式に従い新築された建造物は，当該地区内の良好な景観の形成に重要なものであるため，

積極的に景観重要建造物の指定を行う。 

当該地区内の歴史的な建造物及び当該様式に従い新築された建造物は，当該地区内の良好な景観の形成に

重要なものであるため，積極的に景観重要建造物の指定を行う。 

(5) 歴史的景観保全修景地区内の建造物 

歴史的景観保全修景地区については，京都市市街地景観整備条例に基づく歴史的景観保全修景計画におい

て，建造物の外観の様式が定められており，建造物を新築する場合においても，当該様式への配慮が求めら

れている。 

③ 景観重要建造物の指定の指標 

歴史的意匠建造物及び界わい景観建造物の外観並びに伝統的建造物群保存地区保存計画及び歴史的景観

保全修景計画に定められた建造物の外観の様式を景観重要建造物の指定の指標とする。また，指定又は登録

文化財である建造物の外観については，景観重要建造物の指定の参考とする。 

歴史的意匠建造物，界わい景観建造物及び指定又は登録文化財である建造物の外観並びに伝統的建造物群

保存地区保存計画及び歴史的景観保全修景計画に定められた建造物の外観の様式と類似しない外観を有す

る建造物については，地域の自然，歴史，文化等からみて景観上の特色を有し，良好な景観の形成に重要で

あるかを個別に審査する。その際，景観重要建造物に指定された建造物については，以後の景観重要建造物

の指定の指標とする。 
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１ 近代建築物 

 

 

 

 

 

 

【東京生命保険京都支社】（下京区） 
複合ビルが立地 

【橋本洋裁店】（東山区） 
コインパーキングとして利用 

【西田増造邸】（上京区） 
駐車場（月極め）として利用 

２ 寺社 

 

 

 

 

 

 

【出世稲荷神社】（上京区）大原に移転  移転工事中の様子 

現在の様子（マンションが立地） 

【旧内職補導センター本館】（上京区） 
マンションが立地 

資料６-２ 滅失した指定候補の事例 

【47行政ジャーナルより（2012年 06月 08日 14：18京都新聞）】 


